
農業者の皆様へ

令和３年度とちぎ農業労働力確保緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症対応に係る

農業労働力確保の取組を支援

対象者：栃木県内の農業者（個人・法人）

支援内容：外国人技能実習から特定技能の在留資格変更に伴う
掛かり増し経費を助成
⇒ 一時間当たり上限１００円

対象期間：令和３年11月～令和4年3月
※令和３年11月以前から特定技能に変更も対象

【例】
技能実習１号時の労賃：８９０円
特定技能１号時の労賃：９９０円（11月～3月まで雇用）
８０，０００円＝１００円×８h/日×20日×５ヶ月

技能実習 特定技能

掛かり増し

支援

手続き及び問い合わせ（裏面へ）

令和３年11月~



手続き 必要書類

交付申請
（随時）

①補助金交付申請書
○賃金割増の証拠書類
・雇用契約書（賃金台帳）の写し等
※技能実習と特定技能

②通帳の写し
※補助金振込用口座

交付決定

実績報告
（３月末）

①事業実績報告書
②振込明細書
③賃金台帳（支払明細）

手続きと必要書類

問合せ先

組織 電話 FAX

（一社）栃木県農業会議 ０２８－６４８－７２７０ ０２８－６４８－７２７７

河内農業振興事務所 ０２８－６２６－３０７２ ０２８－６２６－３０７１

上都賀農業振興事務所 ０２８９－６２－６１２５ ０２８９－６２－６１２７

芳賀農業振興事務所 ０２８９－８２－３０７４ ０２８９－８３－６２４５

下都賀農業振興事務所 ０２８２－２４－１１０１ ０２８２－２３－６５６３

塩谷南那須農業振興事務所 ０２８７－４３－２３１８ ０２８７－４３－４０７２

那須農業振興事務所 ０２８７－２２－２８２６ ０２８７－２３－７９９４

安足農業振興事務所 ０２８３－２３－１４３１ ０２８３－２３－５６９３
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支援内容：外国人技能実習から特定技能の在留資格変更に伴う
掛かり増し経費を助成
⇒ 一時間当たり上限１００円

【例】
技能実習１号時の労賃：８９０円
特定技能１号時の労賃：９９０円（11月～3月まで雇用）
８０，０００円＝１００円×８h/日×20日×５ヶ月


